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日
曜
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
専
用
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　
５
月
か
ら
日
曜
日
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
専
用
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。
な
お
、
完
全
予
約

制
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

開
設
日
時
と
場
所

第
２
日
曜
日

８
時
30
分
～
12
時

本
庁
市
民
生
活
課
お
よ
び
各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課

第
４
日
曜
日

８
時
30
分
～
12
時

本
庁
市
民
生
活
課
の
み

※
８
月
22
日
（
日
）
は
シ
ス
テ

ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
日
曜

窓
口
は
開
設
し
ま
せ
ん
。

ご
利
用
い
た
だ
け
る
場
所

栃
木
地
域
に
お
住
ま
い
の
方:

本
庁
市
民
生
活
課

大
平
・
藤
岡
・
都
賀
・
西
方
・

岩
舟
地
域
に
お
住
ま
い
の
方:

お
住
ま
い
の
地
域
の
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課

業
務
内
容

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
・
受
取
・
暗
証
番
号
の
更
新
・

再
設
定
・
継
続
利
用
（
転
入
時

に
必
要
な
処
理
）・
券
面
更
新

（
転
居
時
に
必
要
な
処
理
）

※
継
続
利
用
・
券
面
更
新
は
既

に
栃
木
市
へ
の
転
入
届
・
転
居

届
が
済
ん
で
い
る
場
合
の
み

予
約
方
法

　
ご
利
用
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
電
話
に
て
問
合
先
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
（
平
日
８
時

30
分
～
17
時
）。
予
約
の
受
付

は
前
々
月
の
１
日
か
ら
開
始

し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切

り
ま
す
。
た
だ
し
、
５
・
６
月

の
予
約
は
４
月
20
日
（
火
）
か

ら
開
始
し
ま
す
。

　
ま
た
予
約
を
キ
ャ
ン
セ
ル
す

る
場
合
は
、
前
々
日
の
金
曜
日

（
直
前
の
開
庁
日
）
の
12
時
ま

で
に
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

栃
木
地
域
に
お
住
ま
い
の

方:

本
庁
市
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
２
６

そ
の
他
地
域
に
お
住
ま
い
の

方:

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

（
４
月
以
降
は
各
総
合
支
所
地

域
づ
く
り
推
進
課
）

　
大
平
地
域　
☎
（43）
９
２
０
９

　
藤
岡
地
域　
☎
（62）
０
９
０
３

　
都
賀
地
域　
☎
（29）
１
１
０
２

　
西
方
地
域　
☎
（92）
０
３
０
６

　
岩
舟
地
域　
☎
（55）
７
７
５
４

国
民
年
金
保
険
料
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
額
が
変
わ
り

ま
す

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
毎
年

度
改
定
さ
れ
ま
す
。
令
和
３
年

度
は
月
額
１
万
６
，
６
１
０
円

と
な
り
ま
す
。
現
金
で
納
付
さ

れ
て
い
る
方
に
は
、
４
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
納
付
書

が
送
ら
れ
ま
す
。
毎
月
の
保
険

料
は
、
翌
月
の
末
日
ま
で
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。
保
険
料
を
前

納
す
る
場
合
は
、
４
月
30
日

（
金
）
が
納
期
限
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
　
学
生
納
付

特
例
の
申
請（
４
月
１
日
か
ら
）

　
学
生
で
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
、
申
請
を
す
る
と
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　
申
請
す
る
方
の
年
金
手
帳
ま

た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
／

学
生
証
（
写
し
可
、
表
裏
両
面

が
必
要
）
ま
た
は
在
学
期
間
が

わ
か
る
在
学
証
明
書
／
印
か
ん

／
来
庁
さ
れ
る
方
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等

ご
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
／

委
任
状
（
代
理
人
が
手
続
き
す

る
場
合
。
様
式
不
問
）

申
請
で
き
る
期
間

　

令
和
３
年
度
に
申
請
が
で
き

る
の
は
、申
請
が
受
理
さ
れ
た
月

の
２
年
１
か
月
前
か
ら
令
和
４

年
３
月
ま
で
で
す
。な
お
、令
和

２
年
度
に
学
生
納
付
特
例
を
承

認
さ
れ
た
方
で
、令
和
３
年
度
も

引
き
続
き
在
学
予
定
の
方
へ
は
、

４
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
学
生
納
付
特
例
申
請
書（
ハ
ガ

キ
形
式
）が
送
付
さ
れ
ま
す
。こ

れ
を
返
送
さ
れ
た
方
は
、窓
口
で

の
申
請
は
不
要
で
す
。

※
学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
、

市
役
所
本
庁
及
び
各
総
合
支

所
、年
金
事
務
所
で
で
き
ま
す
。

問 

保
険
医
療
課
（
４
月
以
降
は

保
険
年
金
課
）
☎

（21）
２
１
３
４

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
４
１
３
１

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

～
市
内
を
巡
回
し
登
録
及
び
予

防
注
射
を
実
施
し
ま
す
～

　

生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬

は
、
登
録
（
生
涯
に
１
回
）
と

狂
犬
病
予
防
注
射（
毎
年
１
回
）

が
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
飼
い
主
の
方
は
、
こ
の

機
会
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

登
録
済
み
の
方
に
は
通
知
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
当
日
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
犬
が
死
亡
し
た
場

合
、
住
所
・
飼
い
主
が
変
わ
っ

た
場
合
は
、
問
合
先
に
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場　
左
表
の
と
お
り

料
金　
注
射 

１
頭 

３
，
５
０
０

円
（
で
き
る
だ
け
お
つ
り
の
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。）

※
新
規
登
録
の
犬
は
、
別
途
、

登
録
手
数
料
３
，
０
０
０
円

注
意
事
項

※
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
３
密
を

避
け
る
よ
う
実
施
し
ま
す
の
で

ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
体

調
が
悪
い
方
の
来
場
は
お
控
え

く
だ
さ
い
。

※
都
合
が
悪
い
場
合
は
、
動
物

病
院
で
も
注
射
が
で
き
ま
す
。

※
マ
ス
ク
を
着
用
の
上
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
諸
般
の
事
情
に
よ
り
急
遽
中

止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問 

環
境
課　

 

☎ 

（21）
２
１
４
１

４
月
以
降
は 

☎ 

（21）
２
４
２
０

岩
舟
総
合
運
動
公
園
に
サ
ッ

カ
ー
ス
タ
ジ
ア
ム
が
完
成
！

　
民
設
民
営
の
公
園
施
設
で
あ

る
サ
ッ
カ
ー
ス
タ
ジ
ア
ム
（
名

称:C
IT
Y
 FO

O
T
B
A
LL 

STA
TIO
N

）
が
整
備
さ
れ
ま

し
た
。
施
設
に
つ
い
て
は
、
市

民
の
皆
さ
ま
へ
の
開
放
や
、
地

域
イ
ベ
ン
ト
で
の
活
用
な
ど
、

株
式
会
社
日
本
理
化
工
業
所
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ス
ポ
ー

ツ
を
通
じ
た
地
域
づ
く
り
の
拠

点
と
し
て
本
市
の
活
性
化
に
繋

げ
て
い
き
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（
下
記
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
参
照
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

公
園
緑
地
課
☎

（21）
２
７
７
８

と
ち
ぎ
市
民
活
動
推
進
セ
ン

タ
ー
「
く
ら
ら
」
移
転
の
お

知
ら
せ

　
と
ち
ぎ
市
民
活
動
推
進
セ
ン

タ
ー
「
く
ら
ら
」
は
、
令
和
３

年
４
月
１
日
か
ら
入
舟
町
の

キ
ョ
ク
ト
ウ
と
ち
ぎ
蔵
の
街
楽

習
館
（
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
）

内
に
移
転
し
ま
す
。市
民
活
動・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど

に
関
す
る
情
報
提
供
や
相
談
の

窓
口
と
し
て
み
な
さ
ん
の
支
援

を
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引

き
続
き
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な

お
、
休
館
日
・
利
用
時
間
は
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

問 

地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
３
３
２

４
月
以
降
は

地
域
政
策
課　
☎

（21）
２
３
３
２

と
ち
ぎ
市
民
活
動
推
進
セ
ン

タ
ー　
く
ら
ら
☎

（20）
７
１
３
１

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱

退
の
際
は
、
14
日
以
内
に
必
ず

手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
時

・
社
会
保
険
・
各
種
共
済
保
険

等
の
資
格
喪
失
証
明
書

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満　

年
金

手
帳

・身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）

・
そ
の
他
、
以
下
の
医
療
費
助

成
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
方
は

持
参

特
定
疾
病
療
養
受
領
証
／
医
療

費
受
給
資
格
者
証
（
こ
ど
も
・

妊
産
婦
・
ひ
と
り
親
・
重
度
心

身
障
が
い
者
）

※
退
職
日
の
翌
日
以
降
に
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

時・
新
た
に
加
入
し
た
職
場
の
健

康
保
険
証

・
国
保
の
保
険
証

・身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）

・
医
療
費
受
給
資
格
者
証

問 

保
険
医
療
課
（
４
月
以
降
は

保
険
年
金
課
）
☎

（21）
２
１
３
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎22-3535
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

犬の登録と狂犬病予防接種　日程と会場
※ご都合のよい会場でお受けください

期日 時　間 会　　場

4/8
（木）

9:00 ～ 9:20 大宮公民館
9:40 ～ 10:00 国庁跡資料館駐車場
10:40 ～ 11:00 国府公民館

11:30 ～ 11:50 キョクトウとちぎ蔵の街楽習館
（市民交流センター）

4/9
（金）

9:00 ～ 9:20 皆川公民館
9:50 ～ 10:10 寺尾公民館
10:50 ～ 11:10 老人福祉センター福寿園
11:30 ～ 11:50 吹上公民館

4/10
（土）

9:00 ～ 9:20 大宮南小学校
9:40 ～ 10:00 栃木県南児童相談所
10:40 ～ 11:00 栃木西中学校　
11:20 ～ 11:40 栃木第三小学校

4/13
（火）

9:00 ～ 9:20 大平東地区公民館
9:40 ～ 10:00 大平南体育館
10:30 ～ 10:50 西水代集会所
11:10 ～ 11:30 大平西地区公民館

4/14
（水）

9:10 ～ 9:30 真名子夢ホール

9:50 ～ 10:10 関東ホーチキにしかた体育館                                             
（西方総合文化体育館）

10:40 ～ 11:00 大柿コミュニティセンター
11:20 ～ 11:40 木コミュニティセンター
12:00 ～ 12:20 都賀南部コミュニティセンター

4/18
（日）

9:20 ～ 9:50 西方総合支所
10:20 ～ 10:50 都賀総合支所
11:20 ～ 11:50 栃木市総合運動公園　緑の家

4/19
（月）

9:20 ～ 9:40 部屋地区公民館
10:00 ～ 10:20 赤麻地区公民館
11:00 ～ 11:20 藤岡総合体育館
11:40 ～ 12:00 三鴨地区公民館

4/23
（金）

9:10 ～ 9:30 CITY GYM ＆ SPA 遊楽々館 
（栃木市岩舟健康福祉センター）

10:00 ～ 10:20 岩舟公民館
10:50 ～ 11:10 静和地区公民館

11:50 ～ 12:10 とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木
文化会館）厚生センター側駐車場

4/24
（土）

9:20 ～ 9:50 藤岡総合支所
10:20 ～ 10:50 岩舟総合支所
11:20 ～ 11:50 大平総合支所

■延長窓口の開設日が変わります！
　市では、市民の皆さんの利便性向上を目指して、利用の多い
窓口の開設時間を延長しています。どうぞ、ご利用ください。
　なお、令和３年４月から、開設日が変更となりますので、
ご注意ください。（これに伴い、本庁舎のキオスク端末の利用
時間も、火・木曜日は 17時 15分までとなります。）
開設場所と開設日

場所 開設曜日 時間 開設課

市役所本庁舎 月・水・金

17時15分
～19時

市民生活課　　 ☎ (21)2126
保険年金課　　 ☎ (21)2131
税務課　　　 　☎ (21)2261
収税課　　　 　☎ (21)2281

大平総合支所
水

大平地域づくり推進課 ☎ (43)9209
藤岡総合支所 藤岡地域づくり推進課 ☎ (62)0903

都賀総合支所 第 2・第 4 水 都賀地域づくり推進課 ☎ (29)1102

西方総合支所 水 ( 予約制 ) 西方地域づくり推進課 ☎ (92)0306
岩舟総合支所 水 岩舟地域づくり推進課 ☎ (55)7754
※年末年始（12月 29日～ 1月 3日）および休日を除く
取扱業務
・住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付
・印鑑登録申請、印鑑登録証明書の交付
・住民異動届、戸籍届の受付
・自動車臨時運行許可の申請の受付
・個人番号カードの交付等（各総合支所での交付は予約制）
・旅券の交付（本庁舎のみ）
 ・国民健康保険資格の取得、喪失
・高額療養費支給申請の受付
・国民年金保険料免除、学生納付特例申請の受付
・医療費助成申請の受付
・後期高齢者医療関係届出の受付
・市税等の納付受付
・納税証明書（個人用・車検用）の交付
・所得証明書、課税証明書、非課税証明書の交付
・住民税決定証明書の交付
・土地評価証明書、家屋評価証明書の交付
　　　　　　　　　　問合先　総務課　☎（21）２３４２


